
 

 

全校生徒のみなさん、こんにちは。生徒指導部の澤野です。今年度は生徒指導部通信を適宜配布し、学校生活

の中でしっかりと守ってもらいたいルール・マナーを確認したり、交通安全などで気をつけてもらいたいポイン

トなどを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さて、この通信の標題ですが、「けじめをつけ

ましょう」という意味です。年度当初に当たり、身だしなみについていくつか確認してもらいたい点を示します

ので、理解できないことがあれば曖昧にしないで、担任に質問してください。 

 

＜高校生活３カ年を通しての身だしなみ＞ 

 

頭 

髪 

◎パーマ・こて（アイロン）・脱色・染色は禁止＜登録済みのくせ毛、地毛は除く＞。 

◎前髪（目にかからないようにすること）。 

♂耳がかくれない程度（おおよそ耳の半分程度）。 

♂襟の高さ内に収まる程度 

制 

服 

♀スカートの丈を故意に短くすることは認めない（膝の皿の半分より短くしない）。 

◎ワイシャツは第1ボタンまでしっかりすること。 

◎ネクタイは緩めることなく、しっかり上まで上げること。 

◎制服以外のものを着用することは認めない（登下校時は除く）。 

そ 

の 

他 

 

◎指輪・ネックレス・ピアス等の装飾品は禁止。 

◎化粧及び口紅、色つきリップクリーム、マニキュア等の禁止。 

◎カラーコンタクト禁止。 

♀ハイソックス（紺色。小さな左右ワンポイントを認める）。 

♀ストッキング（黒・紺・肌色とする）。 

◎携帯電話のストラップをポケットから露出させない。 

◎靴のかかとを踏まない。 

♂男子 ♀女子 ◎男女共通 

 

 上記の項目については、先生方全員で指導していきますので、できていない場合には素直な心で指導に従って

ください。また、上記の項目は明輝生に求める高校生活を送っていく上での最低限のルール・マナーであります。

しかし、場面に応じては、例えば、3年次生の進路活動などで他校の生徒と競争せねばならない場合など、みな

さんが損をしないように、校則とは別な視点で身だしなみを整えていくことを指導していきます。4月 11日(月)

の身だしなみ検査で改善を求められた人は、改善日までにしっかりと直してください。また、検査を通れば良い

ということではなく、日々身だしなみに気を遣う姿勢を高校生活の中で学んでいってもらいたいと思います。 

 

 

予 告 

次の通信では、今年度の「夏季略装」についてお知らせします。昨年の生徒アンケートを参考にして、新しい夏

季略装のルールを作りました。 


